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満
足
感
を
充
満
し
て
く
れ
る
合
併
を

お
し
進
め
る
決
意
を
全
村
民
に
訴
え

た
い
の
で
あ
る
。
村
は
町
村
合
併
調

査
委
員
会
を
設
置
し
、
種
々
調
査
に

当
た
っ
て
い
る
が
、
人
口
・
地
勢
・
産

業
・
経
済
・
文
化
百
般
に
亘
り
、
村
民

の
慣
習
慣
行
を
凝
視
し
、
い
や
し
く

も
政
利
政
略
の
為
に
の
み
そ
の
自
由

の
言
辞
を
弄
し
て
は
な
ら
な
い
。（
略
）

村
民
の
気
風
気
質
の
点
を
考
慮
し
、

い
た
ず
ら
な
誇
大
夢
想
を
止
め
て
、

真
に
手
に
手
を
と
り
合
っ
て
進
む
可

能
の
点
を
重
視
し
、
合
併
後
に
お
け

る
紛
糾
を
最
少
限
度
絶
無
を
期
す
べ

く
、
万
全
の
良
心
的
努
力
を
調
査
委

員
各
氏
に
願
い
た
い
も
の
で
あ
る
…
。

合
併
へ
の
道
は
必
ず
し
も
平
坦
で

は
な
か
っ
た
が
、
村
の
実
情
と
村
民

の
願
望
が
こ
の
一
文
か
ら
も
う
か
が

え
る
。

上
・
下
井
河
村
で
は
、
同
年
二
月

二
十
二
日
、
い
ち
早
く
合
併
に
関
す

る
協
議
を
行
い
、
つ
い
で
飯
田
川
町

に
対
し
て
も
合
併
の
用
意
が
あ
る
こ

と
を
申
し
入
れ
、
そ
の
結
果
、
同
町

で
も
「
三
カ
町
村
の
合
併
を
促
進
す

べ
し
」
と
の
結
論
に
達
し
、
同
年
四

月
十
三
日
に
は
三
か
町
村
合
同
調
査

会
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
。（
略
）
し

か
し
、
事
態
は
そ
の
後
な
お
流
動
し

た
。（
略
）
突
如
、
合
併
問
題
は
大
き

く
揺
れ
た
。
飯
田
川
町
内
の
虻
川
地

区
住
民
に
は
、
そ
の
地
理
的
環
境
か

ら
昭
和
・
豊
川
と
の
合
併
希
望
も
根

強
く
残
り
、
か
つ
数
年
前
に
分
町
し

た
経
緯
も
あ
っ
て
完
全
な
意
見
一
致

を
見
出
せ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
上
・
下
井
河
両
村
合
併
の

基
本
方
針
は
微
動
だ
に
し
な
か
っ
た
。

九
月
三
日
、
両
村
合
併
の
た
め
の
調

査
会
を
終
え
、
規
約
を
定
め
、
鷲
谷

嘉
兵
衛
（
下
井
河
村
公
民
館
長
）
を

長
と
す
る
事
務
局
を
設
置
し
、
十
一

月
一
日
を
合
併
決
議
目
標
に
準
備
に

取
り
組
ん
だ
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
段
階
で
も
三
カ
町
村
合
併
の
理

想
は
捨
て
ず
、
両
村
の
合
併
後
で
あ

っ
て
も
「
飯
田
川
町
に
そ
の
気
運
が

高
ま
っ
た
と
き
は
受
け
入
れ
よ
う
」

と
寛
大
で
あ
っ
た
。
飯
田
川
町
も
ま

た
三
カ
町
村
案
の
希
望
を
全
く
捨
て

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。（
略
）

こ
う
し
て
、
昭
和
三
十
年
二
月
一

日
、
新
村
井
川
村
が
誕
生
し
た
。
村

民
の
願
望
と
は
い
い
な
が
ら
、
財
産

状
況
・
税
・
諸
機
関
・
団
体
・
人
事

等
々
ど
の
分
野
で
も
具
体
的
に
は
複

雑
な
難
し
い
問
題
を
抱
え
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
の
困
難
を
乗
り
越
え
て

円
満
に
目
標
を
成
し
遂
げ
た
こ
と
は
、

小
異
を
捨
て
、
大
道
を
誤
ら
な
か
っ

た
村
民
な
ら
び
に
村
内
指
導
者
の
良

識
と
熱
意
が
あ
っ
た
。

井
川
町
は
、
昭
和
三
十
年
二
月
一

日
、
上
井
河
村
と
下
井
河
村
が
合
併

し
井
川
村
と
な
り
、
昭
和
四
十
九
年

の
町
制
施
行
を
経
て
現
在
に
至
っ
て

い
ま
す
。

井
川
村
誕
生
に
至
る
ま
で
の
動
き
に

つ
い
て
「
井
川
町
史
」
で
は
次
の
よ

う
に
記
述
し
て
い
ま
す
。

昭
和
二
十
九
年
二
月
の
「
村
の
あ

ゆ
み
」（
上
井
河
村
公
民
館
編
集
）
に
、

論
説
「
町
村
合
併
促
進
に
つ
い
て
」

が
載
っ
て
い
る
。

今
日
の
如
く
村
自
治
体
維
持
の
た

め
そ
の
予
算
の
半
分
以
上
を
平
衡
交

付
金
に
頼
っ
て
い
る
現
状
を
打
開
の

た
め
に
は
、
進
ん
で
合
併
の
意
義
を

さ
と
り
、
最
も
合
理
的
且
つ
能
率
的
、
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ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
う
え
で
町

民
の
み
な
さ
ん
の
参
加
は
欠
く
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
特
に
市
町
村
合
併

は
、
町
の
将
来
や
私
た
ち
の
生
活
に

深
く
関
わ
る
重
要
な
課
題
で
す
。そ

れ
だ
け
に
、さ
ま
ざ
ま
な
期
待
や
不
安

が
想
定
さ
れ
ま
す
。

今
後
、
議
論
や
検
討
を
進
め
て
い

く
う
え
で
そ
の
効
果
と
懸
念
さ
れ
る

事
項
を
十
分
に
踏
ま
え
て
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。
町
で
は
、
市
町
村
合

併
に
つ
い
て
、
町
の
将
来
を
考
え
る

よ
い
機
会
と
と
ら
え
、
情
報
提
供
に

つ
と
め
な
が
ら
町
民
の
み
な
さ
ん
と

共
に
議
論
を
深
め
た
い
考
え
で
す
。

こ
れ
ま
で
町
で
は
、
平
成
十
一
年

の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
続
い
て
、
昨

年
の
ま
ち
づ
く
り
懇
談
会
で
は
、
市

町
村
合
併
を
主
要
テ
ー
マ
に
掲
げ
、

町
民
の
み
な
さ
ん
の
意
向
把
握
に
つ

と
め
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
状

況
変
化
を
踏
ま
え
、
改
め
て
座
談
会

と
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
す
る
予

定
で
す
。
こ
の
座
談
会
と
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
結
果
を
も
と
に
、
最
終
的
な

方
向
を
決
め
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
日
程
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
あ

と
決
ま
り
次
第
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

夢
と
希
望
に
満
ち
た
ふ
る
さ
と
づ

く
り
の
た
め
に
、
町
民
一
人
ひ
と
り

が
意
見
を
出
し
合
い
、
共
に
考
え
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
町
民
の
み
な
さ

ん
の
積
極
的
な
意
見
を
お
聞
か
せ
く

だ
さ
い
。
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今
、な
ぜ
市
町
村
合
併
な
の
？

3 2

市
町
村
合
併
と
は
、
い
く
つ
か

の
市
町
村
が
ひ
と
つ
に
な
り
、
よ

り
大
き
な
市
町
村
に
な
る
こ
と
で
、

合
併
の
形
態
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
対

等
に
合
併
し
て
新
し
い
市
町
村
と

な
る
「
新
設
合
併
」
と
一
方
の
市
町

村
に
吸
収
さ
れ
る
「
編
入
合
併
」
の

二
種
類
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
い
ず
れ

も
合
併
す
る
こ
と
で
行
財
政
基
盤

を
強
化
し
、
今
の
暮
ら
し
を
維
持

し
な
が
ら
、
さ
ら
に
行
政
サ
ー
ビ

そ
の
後
、
昭
和
四
十
九
年
六
月
一
日

町
政
施
行
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま

す
。

今
、
全
国
の
地
域
で
合
併
論

議
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
合
併
に
関

す
る
い
ろ
い
ろ
な
財
政
支
援
措
置
を

盛
り
込
ん
だ
「
合
併
特
例
法
」
の
有

効
期
限
が
平
成
十
七
年
三
月
ま
で
と

な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村

が
「
合
併
す
る
・
し
な
い
」
の
判
断

に
迫
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

い
ま
、
全
国
的
に
議
論
さ
れ
て
い
る
「
市
町
村
合
併
」
―
。
町
の
将
来

の
姿
を
展
望
す
る
と
き
、
合
併
論
議
は
避
け
て
通
れ
な
い
状
況
と
な
っ
て

い
ま
す
。
町
で
は
職
員
に
よ
る
合
併
検
討
会
を
立
ち
上
げ
、
周
辺
市
町
村

の
デ
ー
タ
収
集
を
中
心
に
調
査
・
研
究
を
進
め
て
き
た
ほ
か
、
町
議
会
で

も
合
併
研
究
会
の
中
で
検
討
を
重
ね
て
い
ま
す
。

市
町
村
合
併
は
、
町
の
将
来
や
私
た
ち
の
生
活
に
深
く
関
わ
る
重
要
な

課
題
で
す
。「
合
併
す
る
、
し
な
い
」
に
関
わ
ら
ず
夢
と
希
望
に
満
ち
た
ふ

る
さ
と
づ
く
り
の
た
め
に
、
町
民
一
人
ひ
と
り
が
積
極
的
に
意
見
を
出
し

合
い
、
共
に
考
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

新設合併� 編入合併�

A市（新に誕生）� B市（C町、D村を編入）�

D村� D村�

C町� C町�

B市� B市�
合
併
の
種
類�

ス
の
向
上
を

図
ろ
う
と
す

る
も
の
で
す
。

現
在
の
地

方
行
政
体
制

は
、
昭
和
三

十
年
前
後
の

「
昭
和
の
大
合

併
」
と
い
わ

れ
る
際
に
決

め
ら
れ
た
も

の
で
、
本
町

も
昭
和
三
十

年
二
月
一
日
、

「
上
井
河
村
」

と
「
下
井
河

村
」
が
合
併

し
て
『
井
川

村
』
と
な
り
、

私
た
ち
の
日
常
の
生
活
行
動
は
、

町
の
枠
を
越
え
て
大
き
く
広
が
っ
て

い
ま
す
。
交
通
・
情
報
通
信
手
段
の

発
達
や
経
済
活
動
の
進
展
に
よ
り
、

買
い
物
や
医
療
、
通
勤
、
通
学
な
ど
、

ひ
と
つ
の
市
町
村
の
枠
の
中
だ
け
で

生
活
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
な
っ

て
き
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
に
対
応
し
、
迅
速
で

効
率
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
展
開
し

て
い
く
た
め
に
も
市
町
村
区
域
の
見

直
し
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
に
き
て

い
ま
す
。

少
子
・
高
齢
化
が
急
激
に
進
ん
で

い
ま
す
。
本
町
の
出
生
数
は
昭
和
四

十
年
代
を
ピ
ー
ク
に
年
々
減
り
続

け
、
平
成
十
三
年
の
出
生
数
は
四
八

人
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、

将
来
の
人
口
減
少
を
招
く
こ
と
に
な

り
、
推
計
で
は
平
成
三
十
七
年
の
町

の
総
人
口
は
五
〇
〇
〇
人
を
割
り
込

む
と
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

総
人
口
に
占
め
る
六
五
歳
以
上
の
人

口
割
合
（
高
齢
化
率
）
は
逆
に
年
々

上
昇
し
、
平
成
十
二
年
国
勢
調
査
の

二
六
％
か
ら
、
平
成
三
十
七
年
に
は

四
九
％
に
達
す
る
見
込
み
で
す
。

少
子
・
高
齢
化
が
進
む
こ
と
で
、

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
人
が
増
え

る
一
方
、
保
険
料
な
ど
を
支
え
る
世

代
が
減
り
、
財
政
負
担
が
増
加
す
る

こ
と
か
ら
、
財
政
基
盤
の
強
化
が
求

め
ら
れ
ま
す
。

自
分
た
ち
の
こ
と
は
自
分
た
ち
で

決
め
て
実
行
す
る
「
地
方
分
権
」
の

時
代
に
入
り
ま
し
た
。
地
方
分
権
一

括
法
の
施
行
に
伴
い
、
市
町
村
自
ら

の
責
任
と
判
断
で
処
理
す
る
事
務
が

増
え
つ
つ
あ
り
、
自
ら
の
創
意
と
工

夫
で
地
域
の
実
情
に
あ
っ
た
政
策
を

立
案
し
、
実
行
し
、
評
価
す
る
能
力

が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
現
状

で
は
そ
う
し
た
対
応
が
困
難
に
な
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
合
併
に
よ
っ
て

人
的
、
財
政
的
に
も
基
盤
を
強
化
し
、

地
域
づ
く
り
を
効
率
化
す
る
こ
と
も

選
択
肢
の
ひ
と
つ
と
い
え
ま
す
。

国
・
地
方
と
も
に
財
政
事
情
は
き

わ
め
て
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

町
の
財
政
状
況
は
、
地
方
交
付
税
の

削
減
や
景
気
低
迷
に
よ
る
税
の
減

収
、
公
債
費
（
借
金
の
返
済
）
な
ど

の
義
務
的
経
費
の
増
加
な
ど
に
よ
り

厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
こ
う
し

た
中
で
、
い
ま
ま
で
の
サ
ー
ビ
ス
に

支
障
を
生
じ
な
い
よ
う
に
し
な
が

ら
、
さ
ら
に
環
境
保
全
や
少
子
・
高

齢
化
、
高
度
情
報
化
な
ど
の
新
た
な

要
望
に
こ
た
え
て
い
く
こ
と
は
難
し

く
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
将
来
的
に

は
行
財
政
の
大
幅
な
合
理
化
・
効
率

化
は
避
け
て
通
れ
な
い
状
況
と
な
っ

て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
市
町
村
を
取
り
巻

く
昨
今
の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
解
決

す
る
選
択
肢
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
市

町
村
合
併
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

ま
す
。

就業先の状況（15歳以上）�
（平成12年国勢調査）（単位：人）�

�

井川町�

区　分�町　内�
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　買回品：上記以外の商品（13品目）�

6,208 6,116
5,974 5,775

5,526

（人）�
7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
平成7年� 平成12年� 平成17年� 平成22年� 平成27年�

年少人口（15歳未満）�

生産年齢人口（15～64歳）�

高齢者人口（65歳以上）�

総人口�

井川町の人口推計�

※平成7年、12年は国勢調査。平成17年から27年は（財）日本統計協会の推計値。�

『
市
町
村
合
併
』
と
は
？
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●
合
併
後
も
、
役
場
は
当
分
の
間
、
引
き
続

き
新
市
町
村
の
支
所
や
出
張
所
と
し
て

活
用
さ
れ
る
例
が
多
く
、
窓
口
サ
ー
ビ
ス

は
い
ま
ま
で
と
変
わ
り
な
く
受
け
ら
れ

る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

●
Ｉ
Ｔ
（
情
報
通
信
技
術
）
の
発
達
に
よ
り
、

役
場
に
行
か
な
く
て
も
オ
ン
ラ
イ
ン
で

申
請
な
ど
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
地
理

的
な
距
離
は
問
題
に
な
ら
な
い
社
会
に

な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

●
地
域
ご
と
の
公
聴
会
な
ど
従
来
か
ら
あ
る

も
の
だ
け
で
な
く
、
旧
市
町
村
の
バ
ラ
ン

ス
を
図
る
「
地
域
審
議
会
」
を
設
置
し
、
合

併
前
の
旧
市
町
村
の
意
向
に
沿
え
る
よ
う

な
体
制
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

●
行
政
組
織
の
効
率
化
に
よ
り
、
広
聴
部
門

の
充
実
が
可
能
と
な
り
、
さ
ら
に
は
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
に
よ
る
新
し
い
形

で
の
住
民
参
加
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

●
合
併
協
議
会
な
ど
で
様
々
な
意
見
を
反
映

さ
せ
な
が
ら
、
市
町
村
間
で
合
併
後
の

ま
ち
づ
く
り
を
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い

く
か
を
話
し
合
い
、
中
心
部
だ
け
で
な

く
、
周
辺
部
の
こ
と
も
考
え
た
ま
ち
づ

く
り
計
画
「
市
町
村
建
設
計
画
」
を
つ

く
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

●
合
併
前
の
市
町
村
間
で
住
民
サ
ー
ビ
ス
の

水
準
や
使
用
料
等
は
異
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
合
併
前
に
話
し
合

っ
て
決
め
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
事

務
処
理
の
方
法
の
効
率
化
な
ど
に
よ
っ

て
サ
ー
ビ
ス
水
準
は
高
い
方
に
、
負
担

は
低
い
方
に
調
整
さ
れ
る
の
が
理
想
で

す
が
、
受
益
者
負
担
と
い
う
原
則
に
よ

り
一
層
負
担
が
求
め
ら
れ
て
く
る
場
合

も
考
え
ら
れ
ま
す
。

●
合
併
前
の
地
域
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
育
ま

れ
て
き
た
歴
史
や
文
化
、
伝
統
な
ど
に
つ

い
て
は
、
旧
市
町
村
の
名
称
を
市
町
村
内

の
町
・
字
名
や
学
校
な
ど
公
共
施
設
の
名

称
と
し
て
残
し
た
り
、
合
併
を
機
に
地
域

の
歴
史
館
を
整
備
す
る
な
ど
、
新
市
町
村

の
貴
重
な
財
産
と
し
て
見
守
っ
て
行
く
べ

き
で
あ
り
、
地
域
の
歴
史
や
文
化
を
見
直

す
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ
り
ま
す
。

●
財
政
状
況
に
差
が
あ
る
市
町
村
と
の
合
併

は
、こ
の
よ
う
な
不
満
の
声
も
聞
か
れ
ま
す
。

●
財
政
状
況
の
良
い
市
町
村
は
周
辺
市
町
村

か
ら
の
労
働
力
、
購
買
力
な
ど
の
恩
恵

を
受
け
て
い
る
こ
と
な
ど
も
あ
り
、
住

民
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
通
勤
地
な
ど

を
含
め
た
生
活
圏
の
一
体
的
な
発
展
が

図
ら
れ
る
こ
と
の
方
が
望
ま
し
い
と
も

い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

●
今
は
財
政
事
情
が
良
く
て
も
、
小
規
模
の

単
独
市
町
村
で
こ
の
先
や
っ
て
い
く
場

合
の
展
望
を
見
据
え
て
議
論
す
べ
き
と

思
わ
れ
ま
す
。

●
生
活
実
態
に
合
っ
た
旧
市
町
村
境
界
を

越
え
た
小
・
中
学
校
な
ど
の
行
政
単
位

の
設
定
が
で
き
ま
す
。

●
旧
隣
接
市
町
村
の
図
書
館
や
ス
ポ
ー
ツ

施
設
、
福
祉
施
設
な
ど
の
公
共
施
設
が

制
限
を
受
け
る
こ
と
な
く
利
用
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

●
直
接
住
民
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
わ
な
い

よ
う
な
総
務
や
企
画
部
門
な
ど
重
複
部

分
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
水
準
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
な
く
組

織
の
効
率
化
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

●
地
方
交
付
税
が
維
持
さ
れ
る
特
例
期
間

（
一
〇
年
間
）
の
中
で
、
組
織
の
効
率
化

を
積
極
的
に
行
え
ば
、
そ
の
分
新
た
な

財
源
や
新
規
行
政
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き

る
専
門
職
員
等
の
人
員
の
確
保
が
可
能

と
な
り
ま
す
。

●
特
別
職
や
議
会
議
員
、
各
種
委
員
会
委
員

な
ど
の
総
数
が
減
少
し
、
そ
の
分
経
費

も
節
減
さ
れ
ま
す
。
議
会
議
員
に
関
し

て
は
合
併
特
例
法
の
中
で
在
任
・
定
数

特
例
を
も
っ
て
合
併
を
推
進
し
て
い
る

こ
と
か
ら
効
果
が
現
れ
る
の
は
数
年
後

に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

●
近
隣
地
区
を
ま
と
め
て
一
体
的
に
事
務
事

業
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
旧
市
町

村
境
界
に
よ
る
場
合
と
比
較
し
経
費
が

節
減
さ
れ
ま
す
。

●
今
ま
で
の
経
費
の
範
囲
で
、
管
理
を
集
中

的
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
経
費
節
減
が

可
能
と
な
り
ま
す
。

●
狭
い
行
政
範
囲
の
枠
組
み
で
対
応
す
る
よ

り
、
広
域
的
視
点
に
立
っ
て
、
ゴ
ミ
処

理
や
道
路
等
の
整
備
、
国
保
な
ど
を
効

果
的
に
実
施
で
き
ま
す
。

●
一
部
事
務
組
合
方
式
に
よ
る
広
域
行
政

は
、
す
べ
て
の
市
町
村
が
了
承
し
た
事

柄
し
か
処
理
で
き
ず
、
ま
た
、
そ
の
意

志
決
定
自
体
も
迅
速
に
は
で
き
ま
せ
ん
。

合
併
し
た
場
合
に
は
、
大
き
な
視
点
に

立
ち
、
迅
速
で
効
率
的
な
行
政
サ
ー
ビ

ス
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

●
財
政
規
模
が
大
き
く
な
り
、
そ
の
基
盤
が

強
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
重
点
的
な

投
資
や
大
規
模
な
投
資
を
必
要
と
す
る

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
等
の
実
施
が
可
能
と
な

り
ま
す
。

合
併
に
あ
た
っ
て
心
配
さ
れ
る
こ
と

一
般
的
に
は
次
の
よ
う
な
心
配
ご
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
他
に
も
い

ろ
い
ろ
な
問
題
も
起
こ
り
う
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
ら
を
克
服
す
る
た
め
に
は
合
併
前
に
充
分
話
し
合
っ
て
解
決
策

を
見
い
だ
す
こ
と
が
大
切
で
す
。

合
併
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
る
こ
と

合
併
し
て
も
、
現
在
の
市
町
村
が
抱
え
る
問
題
が
全
て
解
決
す
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
般
的
に
は
次
の
よ
う
な
効
果
が
期
待
さ
れ
て

い
ま
す
。

住
民
の
利
便
性
の
向
上

組
織
の
効
率
化
に
よ
る

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
・
向
上

事
務
事
業
の
効
率
化

財
政
基
盤
の
強
化
に
よ
る

重
点
的
な
投
資
の
実
現

広
域
的
な
行
政
課
題
へ
の
対
応

地
域
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
と

総
合
的
な
活
力
の
強
化

役
場
が
遠
く
な
っ
て
、
今
ま
で

よ
り
不
便
に
な
り
ま
せ
ん
か
？

地
方
分
権
の
進
展
へ
の
相
乗
効
果

村
に
多
く
の
権
限
委
譲
を
行
う
こ
と
と

し
て
お
り
、
合
併
に
よ
り
行
財
政
基
盤

が
強
化
さ
れ
、
分
権
の
受
け
皿
と
し
て

の
市
町
村
が
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
国

の
動
き
は
ま
す
ま
す
加
速
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

住
民
の
声
が
届
き
に
く
く

な
り
ま
せ
ん
か
？

中
心
部
だ
け
が
良
く
な
っ
て
、

周
辺
は
さ
び
れ
ま
せ
ん
か
？

税
金
が
高
く
な
っ
た
り
、

サ
ー
ビ
ス
が
低
下
し
ま
せ
ん
か
？

地
域
の
歴
史
や
文
化
、
伝
統
な
ど

が
失
わ
れ
て
い
き
ま
せ
ん
か
？

財
政
状
況
に
差
が
あ
る
市
町
村
と
の

合
併
は
、
不
利
に
な
り
ま
せ
ん
か
？

合併関係市町村の確定� 合 併 協 議 会 設 置� 合 併 協 定 書 調 印 �
新市町村発足に向けての合併準備�
　・人事、組織体制、条例規則等の�
　　改正等�
　・知事への合併申請書提出�
　・県議会の議決、知事の決定�
　・総務大臣への届け出、国の告示�

新市町村建設計画（案）決定�
協定項目の決定�
　・合併の方法、合併期日、�
　　新市町村の名称、�
　　庁舎の位置等�
�

法定合併協議会準備会の設置�
　・議会審議�
　　（合併協議会設置議案・予算）�
�

【タイムスケジュール】�
6ヵ月�

【タイムスケジュール】�
14ヵ月�

【タイムスケジュール】�
2ヵ月�

新
市
町
村
発
足�

（計22ヵ月）�

【
主
な
流
れ
】�

●市町村合併の主な流れ�
　市町村合併に至る主な流れは、下図のとおりです。�
　「タイムスケジュール」は標準的な目安ですが、平成17年3月の法律適用期限までに合併�
　するには、平成15年5月までに法定合併協議会を設立する必要があります。�

●近隣市町村の広域的事務処理状況�

大潟村�

若美町�

男鹿市�

天王町�

昭和町�

飯田川町�

八郎潟町�

井川町�

五城目町� 単独� 単独�

単独�

大潟村ほか二町�
衛生処理組合�

単独� 単独� 単独�

単独�

単独�

単独�

単独�

単独�

単独�

単独�

単独�

介護保険者�

単独�

消防� ごみ処理� し尿処理� 火葬場� 介護認定審査� 教育� 農協�

大潟村�

秋田みなみ�

あきた湖東�

南秋田郡�
介護認定�
審査会�

南秋田郡�
介護認定�
審査会�

昭和町飯田�
川町羽城中�
学校組合�

�
�

公共下水道100％�
�

男鹿地区衛生�
処理一部事務�

組合�
単独�

単独�

単独�
湖東地�
区行政�
一部事�
務組合�

八郎潟町・井�
川町衛生処理�
施設組合�

大潟村ほか二町�
衛生処理組合�

単独�

湖南地区衛生�
処理組合�

男鹿地区消�
防一部事務�
組合�

湖東地区行�
政一部事務�
組合�

●
地
域
の
存
在
感
や
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
に
つ

な
が
り
、
企
業
の
進
出
や
若
者
の
定
住
、

重
要
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
誘
致
が
期
待
で

き
ま
す
。

●
多
様
な
性
格
を
も
っ
た
地
域
や
産
業
が
存

在
す
る
こ
と
で
、ひ
と
つ
の
特
性
に
頼
ら

な
い
総
合
的
な
力
の
強
化
が
可
能
と
な

り
ま
す
。

●
国
は
地
方
分
権
の
推
進
に
合
わ
せ
、
市
町
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合併パターン① 湖東3町

構成市町村／井川町、五城目町、八郎潟町

面　　　積／279.92k㎡

総　人　口／Ｈ12 26,021人（高齢化率26.5％）

(Ｈ17以降は推計値）

Ｈ17 24,497人（高齢化率30.4％）

Ｈ27 21,036人（高齢化率37.5％）

Ｈ37 17,364人（高齢化率43.8％）

Ｈ12財政状況／普通会計決算規模………約131億円

・人口一人当たり地方交付税 ……………254千円

・人口一人当たり地方税……………………72千円

・人口一人当たり積立金の額………………85千円

・人口一人当たり借入金の額 ……………572千円

合併支援措置／合併特例債の発行可能額 約128億円

◇合併に際して想定されること
・総人口２万６千人で、市になる要件をクリアでき

ません。（合併特例法で規定されている平成16年

３月31日までに合併した場合も同様です。）

・比較的規模が小さいため、今までどおりのきめ細

かい行政サービスを維持できる可能性があります。

・人口推計によると、平成27年には今より総人口で

約５千人の減が予想され、このうち、生産年齢人

口で約４千人の減、年少人口で約２千人の減、逆

に老年人口が約１千人の増となり、高齢化率は

37％に達します。

大潟村�
若
美
町�

男鹿市�

天王町� 飯田川町�
井川町�

昭和町�

秋田市�

五城目町�

八郎潟町�

合併パターン② 湖東5町

構成市町村／井川町、五城目町、八郎潟町、昭和町、

飯田川町

面　　　積／336.37k㎡

総　人　口／Ｈ12 40,045人（高齢化率25.7％）

(Ｈ17以降は推計値）

Ｈ17 38,217人（高齢化率29.3％）

Ｈ27 33,786人（高齢化率35.8％）

Ｈ37 28,824人（高齢化率41.3％）

Ｈ12財政状況／普通会計決算規模………約197億円

・人口一人当たり地方交付税 ……………243千円

・人口一人当たり地方税……………………73千円

・人口一人当たり積立金の額………………75千円

・人口一人当たり借入金の額 ……………578千円

合併支援措置／合併特例債の発行可能額 約232億円

◇合併に際して想定されること
・総人口４万人を割り込むことが予想され、平成16

年３月31日までに合併した場合には、市になる要

件をクリアできます。

・湖東地区行政一部事務組合（消防、斎場）の構成

町（五城目町は単独）で、消防の機動性等の確保

や装備などの一層の高度化等が考えられます。

・ＪＡあきた湖東の合併と共通する組み合せとなり

ます。

・人口推計によると、平成27年には今より総人口で

約６千人の減が予想され、このうち、生産年齢人

口で約６千人の減、年少人口で約２千人の減、逆

に老年人口が約２千人の増となり、高齢化率は

35％代に達します。

大潟村�
若
美
町�

男鹿市�

天王町� 飯田川町�
井川町�

昭和町�

秋田市�

五城目町�

八郎潟町�

合併パターン③ 南秋6町

構成市町村／井川町、五城目町、八郎潟町、昭和町、

飯田川町、天王町

面　　　積／377.88k㎡

総　人　口／Ｈ12 61,732人（高齢化率23.6％）

(Ｈ17以降は推計値）

Ｈ17 61,115人（高齢化率25.2％）

Ｈ27 58,464人（高齢化率31.1％）

Ｈ37 54,683人（高齢化率35.0％）

Ｈ12財政状況／普通会計決算規模………約262億円

・人口一人当たり地方交付税 ……………204千円

・人口一人当たり地方税……………………70千円

・人口一人当たり積立金の額………………69千円

・人口一人当たり借入金の額 ……………463千円

合併支援措置／合併特例債の発行可能額 約348億円

◇合併に際して想定されること
・総人口が５万人を越え、合併特例法の規定にかか

わらず市になることができます。

・人口推計によると、平成27年には今より総人口で

約３千人の減が予想され、このうち、生産年齢人

口で約６千人の減、年少人口で約１千人の減、逆

に老年人口が約４千人の増となり、高齢化率は

30％代になります。

大潟村�
若
美
町�

男鹿市�

天王町� 飯田川町�
井川町�

昭和町�

秋田市�

五城目町�

八郎潟町�

合併パターン④ 南秋8町

構成市町村／井川町、五城目町、八郎潟町、昭和町、

飯田川町、天王町、若美町、大潟村

面　　　積／590.67k㎡

総　人　口／Ｈ12 72,716人（高齢化率22.3％）

(Ｈ17以降は推計値）

Ｈ17 71,682人（高齢化率25.2％）

Ｈ27 68,219人（高齢化率31.1％）

Ｈ37 62,988人（高齢化率35.1％）

Ｈ12財政状況／普通会計決算規模………約353億円

・人口一人当たり地方交付税 ……………228千円

・人口一人当たり地方税……………………75千円

・人口一人当たり積立金の額………………82千円

・人口一人当たり借入金の額 ……………525千円

合併支援措置／合併特例債の発行可能額 約443億円

◇合併に際して想定されること
・南秋田郡内のすべての町村であり、歴史的な結び

つきが強く、共通の文化があります。

・八郎湖の水質浄化など、共通の地域課題をもって

います。

・規模がある程度大きくなることで、財政的なスケ

ールメリット（規模が大きくなることによって生

まれる効果）がはたらくことが想定されます。

・地理的にみた場合、八郎湖の存在により、８カ町

村の一体的な都市機能整備はむずかしいことが考

えられます。

・人口推計によると、平成27年には今より総人口で

約４千人強の減が予想され、このうち、生産年齢

人口で約７千人の減、年少人口で約２千人の減、

逆に老年人口が約５千人の増となり、高齢化率は

31.1％になります。

大潟村�
若
美
町�

男鹿市�

天王町� 飯田川町�
井川町�

昭和町�

秋田市�

五城目町�

八郎潟町�
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項　　目�
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譲 与 税 等�

地方交付税�

国県支出金�
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扶　助　費�
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平成22年度�
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平成23年度�

平成24年度�

平成24年度�平成25年度�

平成25年度�

合併しない場合の財政の見直し�

歳
　
　
　
　
入�

歳
　
　
　
　
出�

449

142

1,612

228

432

301

3,164

431

129

1,585
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317

3,504

418

124

1,529

145

397

221

2,834

415

123

1,470

140

200

213

2,561

412

119

1,427

140

200

213

2,511

412

119

1,384

140

200

213

2,468

412

119

1,350

140

200

223

2,444

414

118

1,349

182

200

214

2,477

418

118

1,293

211

200

215

2,455

418

118

1,275

169

200

217

2,397

418

118

1,215

177

200

216

2,344

418

118

1,207

137

200

208

2,288

418

118

1,202

137

200

208

2,283

697

92

616

277

537

838

3,057

714

98

665

333

890

804

3,504

695

95

620

300

372

752

2,834

690

95

554

300

378

731

2,748

685

95

509

300

353

722

2,664

680

95

538

300

366

711

2,690

675

95

551

300

350

701

2,672

670

95

565

300

367

702

2,699

665

95

542

300

494

702

2,798

665

95

515

300

445

702

2,722

665

95

520

300

427

702

2,709

665

95

499

300

271

702

2,532

665

95

471

300

302

701

2,534
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っ
て
い
る
か
を
示
し
た
も
の
で
、
こ

の
比
率
が
高
い
ほ
ど
財
政
の
硬
直
化

が
進
ん
で
お
り
、
一
〇
％
を
超
え
な

い
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い

る
。）
は
、
平
成
十
一
年
度
の
一
七．

六
％
を
ピ
ー
ク
に
平
成
十
三
年
度
に

は
一
二．

七
％

と
下
が
っ
て
お
り
、

県
平
均
の
一
三．

六
％
と
比
べ
、
低

い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
本
町
の
財

政
状
況
は
、
周
辺
市
町
村
や
県
平
均

と
比
較
し
た
場
合
、
悪
条
件
で
は
な

い
が
、
良
い
状
況
で
も
な
い
平
均
的

な
も
の
と
の
見
方
も
で
き
ま
す
が
、

今
後
の
町
の
財
政
見
通
し
を
考
え
る

場
合
、
歳
入
の
う
ち
地
方
交
付
税
の

削
減
が
大
き
な
影
響
を
受
け
る
こ
と

を
特
に
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◇
　
　
　
◇
　
　
　
◇

こ
う
し
た
中
で
、
本
町
が
単
独
で

現
在
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
を
維

持
し
、
さ
ら
に
は
環
境
保
全
や
少
子

高
齢
化
、
高
度
情
報
化
な
ど
の
新
た

な
行
政
需
要
に
対
応
し
、
住
民
サ
ー

ビ
ス
の
質
を
高
め
て
行
く
こ
と
は
極

め
て
困
難
で
す
。
今
後
は
、
事
務
・

事
業
の
見
直
し
を
徹
底
的
に
行
う
と

と
も
に
、
事
業
の
効
率
性
や
事
業
効

果
等
を
踏
ま
え
、
事
務
・
事
業
の
効

率
化
、
経
常
経
費
の
大
幅
な
削
減
を

図
る
と
と
も
に
創
意
工
夫
を
加
え
、

最
少
の
経
費
で
最
大
の
効
果
が
得
ら

れ
る
よ
う
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

井
川
町
の
地
方
交
付
税
（
普
通
・

特
別
交
付
税
）
は
、
平
成
九
年
度
の

約
十
六
億
二
千
万
円
か
ら
平
成
十
二

年
度
の
約
十
七
億
六
千
万
円
と
右
肩

上
が
り
で
推
移
し
て
き
ま
し
た
が
、

平
成
十
三
年
度
に
約
十
六
億
一
千
万

円
と
な
り
、
平
成
十
二
年
度
と
比
較

し
て
約
一
億
五
千
万
円
の
減
額
と
な

っ
て
い
ま
す
。

こ
の
要
因
と
し
て
は
、
長
引
く
経
済

不
況
に
よ
る
国
の
税
収
不
足
に
対
応

す
る
た
め
、
地
方
交
付
税
の
総
額
を

減
額
し
、
そ
の
減
額
分
は
地
方
の
借

金
（
臨
時
財
政
対
策
債
）
で
賄
う
と

い
う
交
付
制
度
の
改
正
に
よ
る
も
の

が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

地
方
自
治
体
の
主
要
な
財
源
で
あ
る

地
方
交
付
税
は
、
今
後
な
お
削
減
が

つ
づ
く
も
の
と
想
定
さ
れ
ま
す
。

◆
公
共
施
設
の
維
持
・
改
修

町
の
公
共
施
設
の
う
ち
、
今
後
考

え
ら
れ
る
の
は
、
井
川
中
学
校
の
大

規
模
改
修
で
す
。
中
学
校
は
昭
和
三

十
年
代
後
半
に
建
て
ら
れ
た
木
造
校

舎
で
、
小
学
校
と
の
一
貫
校
を
も
視

野
に
入
れ
た
改
築
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
地
区
ご
と
の
公
民
館
分
館

や
児
童
館
は
、
こ
こ
数
年
間
で
改
修

が
進
み
、
残
さ
れ
た
箇
所
に
つ
い
て

も
お
お
む
ね
改
修
の
目
途
が
つ
い
て

い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
施
設
の
維
持

管
理
に
つ
い
て
も
、
地
域
へ
の
全
面

的
な
移
管
を
含
め
た
抜
本
的
な
改
革

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

◆
少
子
高
齢
化
へ
の
対
応

本
町
の
高
齢
化
率
は
、
平
成
十
二

年
国
調
現
在
で
二
六
％
、
人
口
推
計

に
よ
る
と
ま
も
な
く
三
〇
％
代
に
達

す
る
と
予
想
さ
れ
ま
す
。
子
育
て
支

援
や
特
に
高
齢
者
に
対
す
る
施
策
を

推
進
す
る
た
め
に
は
財
政
負
担
が
一

層
増
大
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
高
齢
化
率
の
上
昇
に
よ
り
、

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
人
が
増
え
、
保

険
料
な
ど
を
負
担
す
る
人
が
減
る
こ

と
で
、
さ
ら
に
財
政
負
担
が
増
加
す

る
こ
と
か
ら
、
財
政
基
盤
の
強
化
が

課
題
と
な
り
ま
す
。

◆
地
域
づ
く
り
へ
の
取
り
組
み

地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
ー
づ
く
り

を
ど
う
進
め
る
か
は
自
治
の
根
幹
に

か
か
わ
り
ま
す
。
合
併
の
是
非
に
か

か
わ
ら
ず
自
ら
の
こ
と
は
自
ら
で
と

い
う
自
治
の
原
点
に
立
ち
返
り
、
行

政
と
住
民
の
役
割
分
担
を
明
確
に
し

な
が
ら
、
様
々
な
生
活
課
題
に
地
域

の
み
ん
な
が
自
ら
で
対
処
す
る
こ
と

が
一
層
求
め
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

地
域
住
民
の
受
益
と
負
担
に
つ
い
て

も
検
討
を
加
え
、
理
解
を
求
め
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◆
行
財
政
改
革
の
推
進

地
方
分
権
の
推
進
に
よ
り
、
市
町

村
に
お
い
て
は
「
自
己
決
定
」「
自
己

責
任
」
の
も
と
、
必
要
な
事
業
や
施

策
を
取
捨
選
択
し
、
そ
の
必
要
な
財

源
は
自
ら
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
に

な
っ
て
い
ま
す
。

今
ま
で
財
源
調
整
機
能
を
果
た
し

て
き
た
地
方
交
付
税
制
度
も
長
引
く

景
気
の
低
迷
な
ど
に
よ
り
見
直
し
が

行
わ
れ
、
自
主
財
源
確
保
の
た
め
に

は
大
胆
な
行
財
政
改
革
と
行
政
組
織

の
ス
リ
ム
化
が
必
要
で
す
。
合
併
は

究
極
の
行
政
改
革
と
い
わ
れ
ま
す

が
、
行
財
政
改
革
を
ど
の
よ
う
に
進

め
て
い
く
か
が
大
き
な
課
題
と
な
り

ま
す
。

町
の
将
来
を
考
え
る
と
き
、
財
政
見

通
し
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
国
に
お

け
る
地
方
交
付
税
を
含
め
た
税
財
源

の
委
譲
等
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い

状
況
の
な
か
で
非
常
に
困
難
で
す
。

町
の
一
般
会
計
決
算
額
は
、
平
成

九
年
度
か
ら
五
年
間
の
平
均
で
約
三

十
七
億
八
千
万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

平
成
十
一
年
度
に
実
施
し
た
老
人
福

祉
施
設
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）

の
整
備
な
ど
が
歳
出
の
増
加
に
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
。
基
金
残
高
は
、
こ

の
五
年
間
で
ほ
ぼ
横
ば
い
の
状
況
に

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
地
方
債
残
高
は

借
り
入
れ
の
抑
制
や
繰
り
上
げ
償
還

な
ど
に
つ
と
め
た
結
果
、
平
成
十
一

年
度
を
ピ
ー
ク
に
次
年
度
以
降
は
減

少
し
て
い
ま
す
。

経
常
収
支
比
率
（
人
件
費
、
公
債
費

な
ど
の
か
な
ら
ず
支
払
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
経
費
に
、
自
由
に
使
え
る

一
般
財
源
が
ど
の
程
度
使
わ
れ
た
か

を
み
る
も
の
で
、
こ
の
比
率
が
低
い

ほ
ど
一
般
財
源
に
余
裕
が
あ
り
、
財

政
構
造
に
弾
力
性
が
あ
る
こ
と
に
な

る
。
通
常
、
七
〇
％
以
下
が
好
ま
し

い
と
さ
れ
て
い
る
。）
は
、
平
成
十
年

度
に
八
〇．

一
％
を
示
し
て
か
ら
ほ

ぼ
同
様
に
推
移
し
て
お
り
、
全
県
の

平
均
八
二．

二
％
と
比
べ
て
低
い
状

況
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
公
債
費
比
率
（
一
般
財
源

の
う
ち
、
ど
の
く
ら
い
公
債
費
に
使

単
独
立
町
の
課
題�

地
方
交
付
税
の
推
移

　
地
方
交
付
税
と
は
、国
税

五
税（
所
得
税
・
酒
税
・
法
人

税
・
消
費
税
・
た
ば
こ
税
）と

し
て
徴
収
し
た
税
を
一
定

の
割
合
で
市
町
村
に
配
分

さ
れ
る
も
の
で
す
。地
方
交

付
税
は
、地
方
自
治
体
の
財

源
の
不
均
衡
を
調
整
し
、す

べ
て
の
国
民
に
一
定
の
行

政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き

る
よ
う
に
財
源
を
保
障
す

る
た
め
の
も
の
で
す
。�

市
町
村
合
併
は
、
必
ず
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
く
、
町
の
選

択
と
し
て
は
「
井
川
町
」
と
し
て
存
続
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
や

施
策
、
将
来
展
望
な
ど
が
今
ま
で
ど
お
り
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

町
の
財
政
状
況
は
、
地
方
交
付
税
の
削
減
や
景
気
低
迷
に
よ
る
税
の
減
収
等
に
よ
り
厳
し
い

状
況
に
あ
り
ま
す
。
今
後
も
地
方
交
付
税
の
削
減
が
想
定
さ
れ
る
中
で
、
町
が
単
独
で
行
政

サ
ー
ビ
ス
の
水
準
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
人
件
費
等
の
経
常
経
費
の
削
減
や
民
間
委

託
の
推
進
な
ど
抜
本
的
か
つ
大
胆
な
行
財
政
改
革
を
強
力
に
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

井
川
町
の
財
政
状
況
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有
権
者
の
五
〇
分
の
一
以
上
の
者
の
署
名

を
も
っ
て
、
市
町
村
長
に
対
し
て
、
合
併
協

議
会
の
設
置
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

（
住
民
発
議
に
よ
る
合
併
協
議
会
設
置
の
議

案
が
議
会
で
否
決
さ
れ
た
場
合
は
、
首
長
の

判
断
も
し
く
は
、
有
権
者
の
六
分
の
一
以
上

の
直
接
請
求
に
よ
り
、
合
併
協
議
会
設
置
の

住
民
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
住
民

投
票
で
過
半
数
の
賛
成
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
当
該
議
案
は
否
決
さ
れ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
ま
す
。）

合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
で
あ
っ
た
区
域

ご
と
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
の
で
き
る
審

議
会
（
地
域
審
議
会
）
を
置
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。

（
こ
の
審
議
会
は
、
合
併
関
係
市
町
村
の
付

属
機
関
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
合
併
後
の
自

治
体
運
営
や
市
町
村
建
設
計
画
な
ど
の
監

視
機
能
で
あ
り
、
設
置
は
市
町
村
建
設
計

画
の
期
間
で
あ
る
五
年
か
ら
十
年
で
打
ち

切
ら
れ
る
場
合
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
必
置
義
務
は
な
く
、
最
近
の
合
併

事
例
で
は
地
域
審
議
会
を
置
か
な
い
場
合

も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。）

合
併
後
、
最
初
の
選
挙
に
よ
る
議
員
の

任
期
に
限
り
、
本
来
の
定
数
の
二
倍
以
内

の
定
数
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
「
定
数

特
例
」
と
合
併
前
の
議
員
が
、
合
併
後
二

年
以
内
に
限
り
引
き
続
き
在
任
す
る
こ
と

の
で
き
る
「
在
任
特
例
」
が
あ
り
ま
す
。

本
来
、
地
方
自
治
法
で
は
、
市
と
な
る

こ
と
が
で
き
る
の
は
、
人
口
五
万
人
以
上
、

中
心
市
街
地
の
戸
数
が
全
体
の
六
割
以
上

な
ど
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。

今
回
の
合
併
特
例
法
で
は
、
こ
の
要
件

が
緩
和
さ
れ
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
に
合
併
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、

人
口
三
万
人
以
上
を
有
す
る
こ
と
の
み
で

市
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

に
合
併
が
行
わ
れ
る
場
合
は
、
人
口
要
件

四
万
人
以
上
の
み
の
緩
和
が
あ
り
、
中
心

市
街
地
の
戸
数
が
全
体
の
六
割
以
上
な
ど

の
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
市
に

昇
格
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

合
併
市
町
村
間
で
税
の
課
税
に
大
き
く

不
均
衡
が
あ
る
場
合
や
承
継
し
た
財
産
や

負
債
の
額
に
著
し
い
差
が
あ
る
場
合
は
、

合
併
後
五
年
間
を
限
度
と
し
て
旧
市
町
村

間
で
税
金
の
算
定
に
違
い
が
あ
っ
て
も
よ

い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
課
税

免
除
を
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

区
域
が
著
し
く
大
き
い
こ
と
、
農
地
面

積
が
著
し
く
大
き
い
こ
と
な
ど
特
別
な
事

情
が
あ
る
場
合
は
、
知
事
の
承
認
を
得
て
、

区
域
を
分
け
て
二
以
上
の
委
員
会
を
置
く

こ
と
が
で
き
ま
す
。

合
併
し
た
場
合
は
、
合
併
年
度
と
こ
れ
に

続
く
十
年
間
は
合
併
前
の
市
町
村
ご
と
に
算

定
し
た
地
方
交
付
税
が
交
付
さ
れ
（
十
年
の

間
の
人
口
の
増
減
で
算
定
額
が
変
わ
る
）、

そ
の
後
は
五
年
間
で
段
階
的
に
縮
減
さ
れ
ま

す
。
十
六
年
目
か
ら
は
新
市
町
村
の
規
模
に

応
じ
た
算
定
基
準
で
交
付
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

ま
た
、
合
併
直
後
の
臨
時
的
経
費
（
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
整
備
や
各
種
シ
ス
テ
ム
の
統
一

な
ど
）
に
対
す
る
財
政
措
置
と
し
て
、
交
付

税
が
通
常
の
額
よ
り
も
多
く
な
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

合
併
後
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
建
設
事

業
な
ど
に
必
要
な
お
金
の
九
五
％
に
つ
い

て
、
特
別
な
借
入
金
（
合
併
特
例
債
）
が
認

め
ら
れ
、
そ
の
返
済
費
用
の
七
〇
％
は
国
が

地
方
交
付
税
で
補
て
ん
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

（
地
方
財
政
法
上
、
本
来
で
あ
れ
ば
地
方
債

を
充
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
業
で
も
、
市

町
村
建
設
計
画
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
特
に

必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
業
は
、
地
方
債
を
そ

の
財
源
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。）

市
町
村
の
合
併
を
促
進
す
る
た
め
の
合
併
特
例
法
は
、
昭
和
四
十
年
に
十
年
間
の
期
限

付
き
で
施
行
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後
昭
和
五
十
年
、
六
十
年
、
平
成
七
年
、
十
一
年
、

十
二
年
、
十
四
年
と
改
正
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
法
律
の
有
効
期
限
は
、

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
な
っ
て
お
り
、
市
町
村
の
自
主
的
な
合
併
を
推
進
す

る
た
め
に
次
の
よ
う
な
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

住
民
発
議
に
よ
る

合
併
協
議
会
の
設
置

地
域
審
議
会
の
設
置

議
会
議
員
の
定
数
特
例
・

在
任
特
例

市
と
な
る
べ
き
要
件
の
特
例

地
方
税
の
不
均
一
課
税

農
業
委
員
会
の
特
例

地
方
債
の
特
例

（
合
併
特
例
債
）

地
方
交
付
税
の
算
定
特
例

（
合
併
算
定
替
）

国国
のの
財財
政政
支支
援援
措措
置置



市町村合併に関する県民意識調査結果(秋田県実施）�
　県が実施した「市町村合併に関する県民意識調査」の結果を抜粋�
して報告します。�

調査対象者�

　今　回（11月調査)…20,030人（内 井川町　160人)�

　前　回（ 5月調査)…13,060人（内 井川町　100人)�

回　収　率�

　今　回（11月調査)…11,578人〔57.8％〕 （内 井川町　84人〔52.5％〕)�

　前　回（ 5月調査)… 6,521人〔49.9％〕 （内 井川町　34人〔34.0％〕)�

※前回は一般県民・行政関係者等に区分して実施したが、今回は区分�

　を行っていないため、対象は一般県民とした。�

■あなたの市町村は合併が必要だと思いますか？� 井　川　町� 秋　田　県�
前　回�今　回�前　回�今　回�

合併検討派� 57.8％�
22.9％�
34.9％�
19.3％�
22.9％�

64.7％�
29.4％�
35.3％�
23.5％�
11.8％�

63.7％�
26.9％�
36.9％�
23.6％�
12.6％�

59.2％�
21.0％�
38.2％�
26.5％�
14.4％�

合併する必要がない�
わからない�

合併する必要がある�
合併を検討する必要がある�

■合併する場合、平成17年3月までに合併したほうがよいと�
　思いますか？�

井　川　町� 秋　田　県�
前　回�今　回�前　回�今　回�

思う�
思わない�
わからない�

35.4％�
19.5％�
45.1％�

50.0％�
16.7％�
33.3％�

50.7％�
24.4％�
24.9％�

43.5％�
20.6％�
35.9％�

■合併しない市町村では、将来どんな対応が必要になると�
　思いますか？�

井　川　町� 秋　田　県�
今　　　回�今　　　回�

今のままでよく、特別な対応は必要ない�
給与カットや経費の節約などする�
必要に応じて税金や公共料金を見直していく�

14.8％�
1.2％�
12.3％�

6.2％�
8.4％�
13.9％�

複数の市町村による広域行政を推進する� 19.8％� 16.0％�
財政状況に合わせて行政サービスの水準を見直す� 12.3％� 15.1％�
現在の体制でできる最小限の業務のみ行い、それ以外の業務は行わない� 3.7％� 4.1％�
議員や職員を削減し、組織を縮小する� 35.8％� 36.2％�

■合併協議を行う際に、特に大切だと思うことは何ですか？�
　（複数回答可)

井　川　町� 秋　田　県�
今　　　回�今　　　回�

新市町村の名称�
市役所（役場）の位置及び支所の設置�
行政経費の節減など行政の効率化�

15.9％�
28.0％�
40.2％�

10.6％�
21.7％�
43.5％�

組織、議会議員・職員人数や待遇� 18.3％� 23.6％�
専門的職員の配置� 8.5％� 5.2％�
税金や公共料金の水準などの住民負担� 35.4％� 35.1％�
福祉・介護・医療等の行政サービスの水準� 35.4％� 37.0％�
ゴミ処理・下水道等の住環境の整備� 22.0％� 15.1％�
少子高齢化対策� 15.9％� 18.0％�
農業・商工業など産業振興策� 13.4％� 18.6％�
道路整備等の交通対策� 7.3％� 8.1％�
小・中学校の区域の見直し� 6.1％� 9.3％�
中心部の開発や周辺部の活性化などのまちづくり� 12.2％� 14.3％�
公共施設等の整備� 7.3％� 3.4％�
住民の声の行政への反映方法� 15.9％� 21.2％�
地域個性の継承� 12.2％� 10.7％�
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周辺市町村基本データ
区　　分� 井川町� 天王町�飯田川町�昭和町�八郎潟町�五城目町�大潟村� 若美町� 備　考�

47.95�

6,116�

127.5�

5,775�

61.1％�

26.0％�

12.9％�

3,406�

557�

4,346�

711�

899�

147�

1,763�

288�

0.222�

76.9％�

13.1％�

16�

98�

2,000�

標準税率�

標準税率�

12.3％�

1.4％�

-�

-�

71,150�

3,500�

3,460�

100.0�

2,440�

73.3�

�

68.9％�

79.2％�

30,000～�
　80,000

41.51�

21,687�

522.5�

24,014�

68.3％�

16.3％�

15.4％�

6,318�

291�

5,433�

251�

1,287�

59�

2,906�

134�

0.345�

85.9％�

12.9％�

20�

195�

2,000�

標準税率�

標準税率�

12.3％�

1.4％�

-�

-�

88,366�

3,000�

4,080�

71.8�

2,830�

68.4�

�

87.4％�

79.3％�

25,000～�
　49,000

15.80�

5,027�

318.2�

4,972�

62.9％�

23.6％�

13.5％�

2,881�

573�

2,991�

595�

572�

114�

1,207�

240�

0.277�

83.9％�

13.7％�

16�

73�

2,000�

標準税率�

標準税率�

12.3％�

1.4％�

-�

-�

76,455�

3,248�

3,120�

98.7�

2,360�

82.0�

�

66.1％�

91.3％�

28,000～�
　49,000

40.65�

8,997�

221.3�

8,318�

62.5％�

24.4％�

13.1％�

3,520�

391�

5,259�

585�

181�

20�

1,905�

212�

0.270�

88.8％�

17.0％�

18�

106�

2,000�

標準税率�

標準税率�

12.3％�

1.4％�

-�

-�

69,610�

3,740�

3,120�

95.7�

2,940�

54.6�

�

76.2％�

87.8％�

30,000～�
　40,000

17.03�

7,533�

442.3�

6,853�

62.8％�

23.9％�

13.3％�

3,401�

452�

3,931�

522�

474�

63�

1,662�

221�

0.260�

85.8％�

15.9％�

16�

76�

2,000�

標準税率�

標準税率�

12.3％�

1.4％�

-�

-�

73,092�

3,500�

4,620�

99.7�

2,150�

72.5�

�

81.6％�

92.3％�

14,400～�
　29,000

214.94�

12,372�

57.6�

10,193�

60.0％�

28.4％�

11.7％�

5,788�

468�

6,614�

535�

862�

70�

3,186�

258�

0.233�

84.9％�

13.3％�

20�

208�

2,000�

標準税率�

標準税率�

12.3％�

1.4％�

課税あり�

-�

74,261�

3,000�

3,780�

91.4�

2,310�

49.2�

�

62.4％�

66.8％�

15,800～�
　22,000

170.05�

3,323�

19.5�

3,336�

69.3％�

14.5％�

16.2％�

4,783�

1,439�

4,375�

1,317�

622�

187�

1,742�

524�

0.318�

76.4％�

14.9％�

14�

74�

2,000�

標準税率�

標準税率�

12.3％�

1.4％�

-�

-�

96,434�

2,070�

4,130�

100.0�

4,560�

100.0�

�

100.0％�

39.9％�

23,890～�
　35,330

42.74�

7,661�

179.2�

6,766�

62.6％�

25.1％�

12.3％�

4,099�

535�

5,245�

685�

1,023�

134�

2,229�

291�

0.184�

85.7％�

15.4％�

16�

117�

2,000�

標準税率�

標準税率�

12.3％�

1.4％�

-�

-�

72,171�

3,500�

3,510�

67.7�

2,480�

35.8�

�

71.2％�

66.5％�

19,000～�
　22,000

km
3

�
�

H12国勢調査�

人／km
3

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

H12�

H12�

H12�

人�

H14.4.1�

単位：円�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

H13.4.1�

H13.4.1

H22�
単位：人�

H12�
15～64歳�

H12�
65歳以上�

H12�
15歳未満�

H12�
単位：百万円�

H12�
単位：千円�

H12�
単位：百万円�

H12�
単位：千円�

H12�
単位：百万円�

H12�
単位：千円�

H12�
単位：百万円�

H12�
単位：千円�

一人当たりの�
調定額(円)

第一号保険料�
(円)

月20m3使用�
単位：円�

月20m3使用�
単位：円�

4階層3歳未満�
単位：円（H13)

面　積�

人　口�

人口密度�

人口推計�

生産年齢人口比率�

高齢化率�

年少人口比率�

普通会計決算額�

住民一人当たり�

地方債残高�

住民一人当たり�

基金残高�

住民一人当たり�

地方交付税�

住民一人当たり�

財政力指数�

経常収支比率�

公債費比率�

議員定数�

職員数�

�

�

�

�

固定資産税率�

都市計画税�

事業所税�

国保税�

介護保険料�

水道料金�

上水道普及率�

下水道料金�

下水道普及率�

保育料�

道路改良率�

道路舗装率�

市町村民税額�
(個人均等割）�

市町村民税率�
(個人所得割）�

市町村民税額�
(法人均等割）�

市町村民税額�
(法人所得割）�

県
が
昨
年
の
五
月
と
十
一
月
に
実
施
し
た

「
市
町
村
合
併
に
関
す
る
県
民
意
識
調
査
」
の

結
果
を
抜
粋
し
て
み
ま
し
た
。

対
象
者
は
各
市
町
村
の
人
口
比
率
で
配
分
し
、

住
民
基
本
台
帳
等
か
ら
無
作
為
で
抽
出
し
た
十

八
歳
以
上
の
男
女
で
、
本
町
の
対
象
者
は
、
五

月
調
査
が
一
〇
〇
人
、
十
一
月
調
査
が
一
六
〇

人
で
し
た
。
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新
し
い
行
政
区
域
で
農
業
振
興

地
域
が
再
設
定
さ
れ
る
こ
と
や

農
業
振
興
計
画
の
見
直
し
が
想
定
さ
れ

ま
す
。
合
併
に
よ
っ
て
、
よ
り
重
点
的

な
農
業
振
興
対
策
が
図
ら
れ
る
可
能
性

も
あ
り
ま
す
が
、
一
方
で
旧
市
町
村
の

農
業
振
興
対
策
が
な
く
な
る
こ
と
も
考

え
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
特
色
を
踏
ま
え
な

が
ら
、
総
合
的
な
農
業
振
興
施
策
の
確
立

が
求
め
ら
れ
ま
す
。

井
川
町
に
は
第

三
セ
ク
タ
ー
が

管
理
運
営
す
る
施
設
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
診
療

所
や
有
線
放
送
、
そ
れ

に
桜
の
名
所
「
日
本
国

花
苑
」
は
町
で
管
理
し

て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
管
理
運
営

に
つ
い
て
は
、
法
定
合

併
協
議
会
で
調
整
さ
れ

ま
す
が
、
町
で
管
理
し

て
い
る
も
の
は
新
し
い

市
町
村
に
引
き
継
が
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

第
三
セ
ク
タ
ー
な
ど
の
似
た
よ
う
な
性
格

の
施
設
は
、
整
理
統
合
に
向
か
う
こ
と
が

想
定
さ
れ
ま
す
。

井
川
町
の
歳
入
全
体
（
平
成
十
三

年
度
）
の
中
で
地
方
交
付
税
の
占

め
る
割
合
は
五
〇
・
九
％
と
な
っ
て
い
ま

す
。
国
で
は
、
今
後
、
地
方
交
付
税
が
ど

う
な
る
か
示
し
て
お
ら
ず
、
国
の
動
向
に

よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
ま
す
。
合
併
し

な
い
と
地
方
交
付
税
が
減
額
さ
れ
る
こ
と

も
想
定
さ
れ
ま
す
が
、
合
併
し
て
も
十
六

年
後
に
は
合
併
し
な
い
市
町
村
と
同
じ
算

出
方
法
で
地
方
交
付
税
が
交
付
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

井
川
町
で
は
、
効
率
的
に
有
効
な

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
、

目
的
を
同
じ
く
す
る
市
町
村
が
協
力
し
合

っ
て
事
務
や
事
業
を
行
う
「
一
部
事
務
組

合
」
と
し
て
、「
消
防
」
と
「
し
尿
処
理
」

の
二
つ
に
加
入
し
て
い
ま
す
。
今
後
は
ゴ

ミ
処
理
な
ど
の
業
務
に
つ
い
て
も
検
討
が

必
要
で
す
が
、
広
域
行
政
を
推
進
す
る
こ

と
も
選
択
肢
の
ひ
と
つ
で
す
。

一
概
に
い
え
ま
せ
ん
が
、
一
般
的

に
一
万
人
以
下
に
な
る
と
行
政
経

費
が
非
効
率
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

一
万
人
か
ら
二
〇
万
人
ま
で
徐
々
に
行
政

効
率
が
良
く
な
り
、
二
〇
万
人
を
越
え
る

と
よ
り
高
度
な
都
市
機
能
が
必
要
と
さ
れ
、

非
効
率
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
（
大
規
模
に

な
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
効
果
）
が

生
じ
る
分
野
と
、
き
め
細
か
な
サ
ー
ビ
ス

が
失
わ
れ
る
と
い
っ
た
ス
ケ
ー
ル
デ
メ
リ

ッ
ト
も
考
え
ら
れ
、
効
率
化
は
複
雑
と
な

っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
何
万
人
が
効

率
的
で
あ
る
と
い
う
基
準
は
あ
り
ま
せ
ん
。

井
川
町
の
町
道
舗
装
率
は
七
九．

二
％
、
下
水
道
普
及
率
は
七
三．

三
％
で
上
水
道
普
及
率
は
一
〇
〇
％
と
な

っ
て
い
ま
す
。
周
辺
市
町
村
の
な
か
に
は

舗
装
率
や
下
水
道
普
及
率
が
低
い
町
村
も

み
ら
れ
ま
す
。
合
併
に
よ
る
財
政
支
援
措

置
を
活
用
し
て
整
備
を
進
め
る
こ
と
が
想

定
さ
れ
ま
す
。

合
併
し
な
い
と
国
か
ら
の

地
方
交
付
税
は
な
く
な
る

の
で
し
ょ
う
か
？

消
防
や
ゴ
ミ
処
理
な
ど
の

広
域
行
政
は
今
後

ど
う
な
り
ま
す
か
？

合
併
す
る
と
農
業
は

ど
う
な
り
ま
す
か
？

診
療
所
や
有
線
放
送
、

日
本
国
花
苑
は

ど
う
な
り
ま
す
か
？

効
率
的
な
行
政
運
営
を

行
え
る
人
口
規
模
は

ど
の
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
？

合
併
す
る
と
道
路
や

下
水
道
の
整
備
は

よ
く
な
り
ま
す
か
？

◆
市
町
村
合
併
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は

役
場
総
務
課
ま
で
（
有
線
４
５
６
１
・
1
８
７
４-

４
４
１
１
）

法
定
合
併
協
議
会
で
行
う
こ
と
は
、

①
合
併
の
是
非
に
関
わ
る
協
議
②

市
町
村
建
設
計
画
（
合
併
市
町
村
に
関
す

る
基
本
的
な
計
画
）
の
作
成
③
合
併
特
例

法
の
措
置
の
活
用
④
本
庁
舎
の
位
置
な
ど

合
併
後
の
市
町
村
全
般
に
わ
た
る
事
務
、

事
業
が
調
整
さ
れ
ま
す
。
調
整
さ
れ
る
項

目
は
合
併
関
係
市
町
村
に
よ
っ
て
異
な
り

ま
す
が
、
先
進
地
の
事
例
で
は
約
一
〇
〇

〇
項
目
に
わ
た
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

市
町
村
建
設
計
画
は
、
合
併
市
町

村
の
将
来
に
関
す
る
ビ
ジ
ョ
ン
を

示
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
住
民
の
み
な
さ
ん

が
「
合
併
す
る
、
し
な
い
」
を
判
断
す
る

材
料
と
な
る
、
い
わ
ば
合
併
後
の
マ
ス
タ

ー
プ
ラ
ン
の
役
割
を
果
た
す
も
の
で
す
。

※
市
町
村
建
設
計
画
に
盛
り
込
む
べ
き
事

項
は
①
合
併
市
町
村
の
建
設
の
基
本
方
針

②
合
併
市
町
村
ま
た
は
県
が
実
施
す
る
合

併
市
町
村
建
設
の
根
幹
と
な
る
べ
き
事
業

③
公
共
的
施
設
の
統
合
整
備
に
関
す
る
事

項
④
合
併
市
町
村
の
財
政
計
画
な
ど
と
な

っ
て
い
ま
す
。

合
併
特
例
法
で
は
平
成
十
七
年
三

月
ま
で
に
合
併
し
な
い
と
、
国
か

ら
の
地
方
交
付
税
の
特
例
措
置
や
合
併
特

例
債
な
ど
の
優
遇
措
置
が
受
け
ら
れ
な
く

な
り
ま
す
。
合
併
す
る
に
は
法
定
合
併
協

議
会
の
設
置
か
ら
合
併
ま
で
二
二
ヶ
月
く

ら
い
か
か
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
設
置

の
目
安
と
し
て
、
平
成
十
五
年
五
月
く
ら

い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

合
併
特
例
法
に
は
財
政
上
の
措
置

等
も
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

の
措
置
は
合
併
特
例
法
の
期
限
で
あ
る
平

成
十
七
年
三
月
ま
で
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
の
国
の
方
針
と
し
て
合
併
特
例
法
の

延
長
は
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

合
併
後
の
福
祉
施
策
の
あ
り
方
に

よ
っ
て
違
い
ま
す
が
、
福
祉
は
住

民
サ
ー
ビ
ス
に
直
接
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、

法
定
合
併
協
議
会
の
中
で
検
討
し
て
い
く

こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

井
川
町
の
国
民
健
康
保
険
税
は
周
辺
市

町
村
か
ら
み
る
と
中
位
で
、
介
護
保
険
料

は
高
い
方
に
な
っ
て
い
ま
す
。
合
併
に
よ

っ
て
国
保
税
や
介
護
保
険
料
、
サ
ー
ビ
ス

内
容
の
変
更
が
想
定
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
も

法
定
合
併
協
議
会
で
検
討
さ
れ
、
合
併
後

は
い
ず
れ
統
一
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

新
し
い
町
の
名
称
は
、
住
民
の
み

な
さ
ん
が
決
め
る
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、
旧
市
町
村
名
を
新
し
い
ま
ち
の
字

名
や
公
共
施
設
名
と
し
て
残
す
こ
と
も
で

き
ま
す
。
ま
た
、
ま
ち
の
名
前
を
残
す
と

同
時
に
、
地
域
で
育
ま
れ
て
き
た
歴
史
や

文
化
、
伝
統
な
ど
も
新
し
い
ま
ち
の
貴
重

な
財
産
と
し
て
守
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切

で
す
。

法
定
合
併
協
議
会
の
中
で
協
議
し
、

決
定
さ
れ
ま
す
。
一
般
的
に
合
併

す
る
際
は
、「
サ
ー
ビ
ス
は
高
い
方
に
、
負

担
は
低
い
ほ
う
に
あ
わ
せ
る
」
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
が
、
合
併
し
た
先
進
地
の
事

例
を
み
る
と
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
よ

う
で
す
。
税
金
に
つ
い
て
は
、
合
併
後
五

年
間
は
旧
市
町
村
間
で
差
が
あ
っ
て
も
よ

い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
将
来
的
に

は
統
一
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

法
定
合
併
協
議
会
で
は
、

具
体
的
に
ど
ん
な
こ
と
を

決
め
る
の
で
す
か
？

市
町
村
建
設
計
画
と
は

何
で
す
か
？

合
併
は
町
の
将
来
を
決
め
る

こ
と
で
あ
り
、
時
間
を
か
け

て
じ
っ
く
り
話
し
合
う
必
要

が
あ
る
の
で
は
？

合
併
特
例
法
の
期
限
が
過
ぎ

た
ら
ど
う
な
り
ま
す
か
？

ま
た
、
延
長
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
の
で
し
ょ
う
か
？

合
併
し
た
ら
高
齢
者
福
祉
や

国
民
健
康
保
険
、
介
護
保
険

は
ど
う
な
り
ま
す
か
？

合
併
す
る
と
愛
着
の
あ
る

旧
市
町
村
名
は
ど
う

な
り
ま
す
か
？

合
併
し
た
後
の
税
金
や
公
共

料
金
は
ど
の
よ
う
に

決
め
ら
れ
る
の
で
す
か
？


